
令和２年３月24日
海 上 保 安 庁

「海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律
施行令の一部を改正する政令」を閣議決定

海上保安官に協力援助した者等に対して給付する災害給付のうち、
給付基礎額及び介護給付の金額の改定を行うため、標記の政令が、
本日、閣議決定されました。

１．背景
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令（昭和28

年政令第62号。以下「施行令」という。）においては、海上保安官に協力援
助した者等の災害給付に関する法律（昭和28年法律第33号）に基づき、海
上保安官の職務遂行に協力援助した者等が災害を受けた場合に国が給付す
べき災害給付の金額等が定められている。
具体的な金額等については、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191

号。以下「補償法」という。)の補償制度や一般職の職員の給与に関する法
律（昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。）に規定される俸給月額
等を参考に定められている。

２．概要
(１) 給付基礎額について（施行令第３条第１項関係）

令和元年11月に給与法の一部が改正され、同法に定める国家公務員の俸
給月額が改定されたことから、これに合わせ、施行令における給付基礎額
を改定することとする。
給付基礎額の基本額（俸給月額の日額） ： 8,800円（現行）→ 8,900円

(２) 介護給付について（施行令第４条の２第２項関係）
補償法に基づいて定められている介護補償の月額が令和２年４月１日か

ら引き上げられる予定であることから、これに合わせ、施行令における介
護給付に係る金額を改定することとする。
① 常時介護を要する場合
ア 実費補填の限度額 ： 165,150円（現行） → 166,950円
イ 親族介護の場合の定額 ： 70,790円（現行） → 72,990円

② 随時介護を要する場合
ア 実費補填の限度額 ： 82,580円（現行） → 83,480円
イ 親族介護の場合の定額 ： 35,400円（現行） → 36,500円

(３) その他
その他所要の改正を行うこととする。

３．今後のスケジュール
公 布：令和２年３月27日
施 行：令和２年４月１日



海
上
保
安
官
に
協
力
援
助
し
た
者
等
の
災
害
給
付
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

一

給
付
基
礎
額
の
基
本
額
を
八
千
九
百
円
に
引
き
上
げ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
第
一
項
関
係
）

二

常
時
介
護
を
要
す
る
状
態
に
あ
り
実
費
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
場
合
の
介
護
給
付
の
限
度
額
を
十
六
万
六

千
九
百
五
十
円
に
、
常
時
介
護
を
要
す
る
状
態
に
あ
り
親
族
等
に
よ
る
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
場
合
の
介
護
給
付
の
額
を

七
万
二
千
九
百
九
十
円
に
、
随
時
介
護
を
要
す
る
状
態
に
あ
り
実
費
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
場
合
の
介
護
給

付
の
限
度
額
を
八
万
三
千
四
百
八
十
円
に
、
随
時
介
護
を
要
す
る
状
態
に
あ
り
親
族
等
に
よ
る
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
場

合
の
介
護
給
付
の
額
を
三
万
六
千
五
百
円
に
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
条
の
二
第
二
項
関
係
）

三

障
害
給
付
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
障
害
給
付
年
金
の
支
給
停
止
期
間
等
の
算
定
に
用
い
る
利
率

を
「
百
分
の
五
」
か
ら
「
事
故
発
生
日
に
お
け
る
法
定
利
率
」
に
改
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
第
五
項
及
び
第
六
項
関
係
）

四

こ
の
政
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
関
係
）



政
令
第

号

海
上
保
安
官
に
協
力
援
助
し
た
者
等
の
災
害
給
付
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
海
上
保
安
官
に
協
力
援
助
し
た
者
等
の
災
害
給
付
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
六
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

海
上
保
安
官
に
協
力
援
助
し
た
者
等
の
災
害
給
付
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
八
千
八
百
円
」
を
「
八
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
確
定
し
た
日
」
の
下
に
「
（
附
則
第

三
条
に
お
い
て
単
に
「
事
故
発
生
日
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
四
条
の
二
第
二
項
第
一
号
中
「
十
六
万
五
千
百
五
十
円
」
を
「
十
六
万
六
千
九
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「

七
万
七
百
九
十
円
」
を
「
七
万
二
千
九
百
九
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
八
万
二
千
五
百
八
十
円
」
を
「
八
万
三
千
四

百
八
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
三
万
五
千
四
百
円
」
を
「
三
万
六
千
五
百
円
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
条
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
百
分
の
五
」
を
「
事
故
発
生
日
に
お
け
る
法
定
利
率
」
に
改
め
る
。

附

則



（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
第
三
条
第
一
項
及
び
第
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
給
付
の
事
由
が
生
じ
た

給
付
並
び
に
同
日
前
に
給
付
の
事
由
が
生
じ
た
傷
病
給
付
年
金
、
障
害
給
付
年
金
及
び
遺
族
給
付
年
金
で
あ
る
給
付
で
同
日

以
後
の
期
間
に
つ
い
て
支
給
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、
そ
の
他
の
給
付
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



理

由

最
近
に
お
け
る
社
会
経
済
情
勢
に
鑑
み
、
海
上
保
安
官
に
協
力
援
助
し
た
者
等
に
対
す
る
災
害
給
付
に
お
け
る
給
付
基
礎
額

及
び
介
護
給
付
の
金
額
の
改
定
を
行
う
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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海
上
保
安
官
に
協
力
援
助
し
た
者
等
の
災
害
給
付
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

○
海
上
保
安
官
に
協
力
援
助
し
た
者
等
の
災
害
給
付
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
六
十
二
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
給
付
基
礎
額
）

（
給
付
基
礎
額
）

第
三
条

次
条
、
第
四
条
、
第
七
条
、
第
十
二
条
、
第
十
六
条
及
び
第
十
九
条
に
規

第
三
条

次
条
、
第
四
条
、
第
七
条
、
第
十
二
条
、
第
十
六
条
及
び
第
十
九
条
に
規

定
す
る
給
付
基
礎
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
付
基
礎
額
」
と
い
う
。
）
は

定
す
る
給
付
基
礎
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
付
基
礎
額
」
と
い
う
。
）
は

、
八
千
九
百
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が
、
協
力
援
助
者
（
法
第
五
条
第
一

、
八
千
八
百
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が
、
協
力
援
助
者
（
法
第
五
条
第
一

項
第
一
号
に
規
定
す
る
協
力
援
助
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
通
常
の
収
入
の

項
第
一
号
に
規
定
す
る
協
力
援
助
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
通
常
の
収
入
の

日
額
に
比
し
公
正
を
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
万
四
千
二
百
円

日
額
に
比
し
公
正
を
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
万
四
千
二
百
円

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
相
当
と
認
め
ら
れ
る
額
と
す
る
。

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
相
当
と
認
め
ら
れ
る
額
と
す
る
。

２

協
力
援
助
者
に
扶
養
親
族
（
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
協
力

２

協
力
援
助
者
に
扶
養
親
族
（
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
協
力

援
助
者
の
負
傷
若
し
く
は
死
亡
の
原
因
で
あ
る
事
故
の
発
生
し
た
日
又
は
診
断
に

援
助
者
の
負
傷
若
し
く
は
死
亡
の
原
因
で
あ
る
事
故
の
発
生
し
た
日
又
は
診
断
に

よ
つ
て
疾
病
の
発
生
が
確
定
し
た
日
（
附
則
第
三
条
に
お
い
て
単
に
「
事
故
発
生

よ
つ
て
疾
病
の
発
生
が
確
定
し
た
日
に
お
い
て
、
他
に
生
計
の
み
ち
が
な
く
、
か

日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
他
に
生
計
の
み
ち
が
な
く
、
か
つ
、
主
と
し
て
協

つ
、
主
と
し
て
協
力
援
助
者
の
扶
養
を
受
け
て
い
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

力
援
助
者
の
扶
養
を
受
け
て
い
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
る
場
合
に

）
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
給
付
基
礎
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

あ
つ
て
は
、
給
付
基
礎
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る

同
項
に
規
定
す
る
金
額
に
、
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か

金
額
に
、
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
扶
養

に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
二
百
十
七
円
を
、
第
二
号
に
該

親
族
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
二
百
十
七
円
を
、
第
二
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族

当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
三
百
三
十
三
円
を
、
そ
れ
ぞ
れ
加
算

に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
三
百
三
十
三
円
を
、
そ
れ
ぞ
れ
加
算
し
て
得
た
額
と
す

し
て
得
た
額
と
す
る
。

る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
介
護
給
付
）

（
介
護
給
付
）

第
四
条
の
二

（
略
）

第
四
条
の
二

（
略
）

２

介
護
給
付
は
、
月
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
一
月
に
つ
き

２

介
護
給
付
は
、
月
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
一
月
に
つ
き

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る

。

。
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一

介
護
給
付
に
係
る
障
害
（
障
害
の
状
態
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の

一

介
護
給
付
に
係
る
障
害
（
障
害
の
状
態
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の

月
に
お
け
る
最
初
の
変
更
の
前
の
障
害
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
常
時

月
に
お
け
る
最
初
の
変
更
の
前
の
障
害
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
常
時

介
護
を
要
す
る
程
度
の
障
害
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す

介
護
を
要
す
る
程
度
の
障
害
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す

る
場
合
（
次
号
に
お
い
て
「
常
時
介
護
を
要
す
る
場
合
」
と
い
う
。
）
に
お
い

る
場
合
（
次
号
に
お
い
て
「
常
時
介
護
を
要
す
る
場
合
」
と
い
う
。
）
に
お
い

て
、
そ
の
月
に
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
と

て
、
そ
の
月
に
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
と

き
（
同
号
に
掲
げ
る
と
き
を
除
く
。
）

そ
の
月
に
お
け
る
介
護
に
要
す
る
費

き
（
同
号
に
掲
げ
る
と
き
を
除
く
。
）

そ
の
月
に
お
け
る
介
護
に
要
す
る
費

用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
（
そ
の
額
が
十
六
万
六
千
九
百
五
十
円
を
超
え
る
と

用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
（
そ
の
額
が
十
六
万
五
千
百
五
十
円
を
超
え
る
と
き

き
は
、
十
六
万
六
千
九
百
五
十
円
）

は
、
十
六
万
五
千
百
五
十
円
）

二

常
時
介
護
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
月
（
新
た
に
介
護
給
付
を
支
給

二

常
時
介
護
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
月
（
新
た
に
介
護
給
付
を
支
給

す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
月
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ

す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
月
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
親
族
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
に
よ
る
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
と
き
（

。
）
に
親
族
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
に
よ
る
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
と
き
（

そ
の
月
に
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
場
合
に

そ
の
月
に
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
当
該
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
が
七
万
二
千
九

あ
つ
て
は
、
当
該
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
が
七
万
七
百
九

百
九
十
円
以
下
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

七
万
二
千
九
百
九
十
円

十
円
以
下
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

七
万
七
百
九
十
円

三

介
護
給
付
に
係
る
障
害
が
随
時
介
護
を
要
す
る
程
度
の
障
害
と
し
て
国
土
交

三

介
護
給
付
に
係
る
障
害
が
随
時
介
護
を
要
す
る
程
度
の
障
害
と
し
て
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
（
次
号
に
お
い
て
「
随
時
介
護
を
要

通
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
（
次
号
に
お
い
て
「
随
時
介
護
を
要

す
る
場
合
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
月
に
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出

す
る
場
合
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
月
に
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出

し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
と
き
（
同
号
に
掲
げ
る
と
き
を
除
く
。
）

そ

し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
と
き
（
同
号
に
掲
げ
る
と
き
を
除
く
。
）

そ

の
月
に
お
け
る
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
（
そ
の
額
が
八
万

の
月
に
お
け
る
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
（
そ
の
額
が
八
万

三
千
四
百
八
十
円
を
超
え
る
と
き
は
、
八
万
三
千
四
百
八
十
円
）

二
千
五
百
八
十
円
を
超
え
る
と
き
は
、
八
万
二
千
五
百
八
十
円
）

四

随
時
介
護
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
月
に
親
族
又
は
こ
れ
に
準
ず
る

四

随
時
介
護
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
月
に
親
族
又
は
こ
れ
に
準
ず
る

者
に
よ
る
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
と
き
（
そ
の
月
に
介
護
に
要
す
る
費
用
を

者
に
よ
る
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
と
き
（
そ
の
月
に
介
護
に
要
す
る
費
用
を

支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
介
護
に
要
す
る

支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
介
護
に
要
す
る

費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
が
三
万
六
千
五
百
円
以
下
で
あ
る
場
合
に
限
る
。

費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
が
三
万
五
千
四
百
円
以
下
で
あ
る
場
合
に
限
る
。

）

三
万
六
千
五
百
円

）

三
万
五
千
四
百
円

附

則

附

則

（
障
害
給
付
年
金
前
払
一
時
金
）

（
障
害
給
付
年
金
前
払
一
時
金
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

障
害
給
付
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
障
害
給
付
年

５

障
害
給
付
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
障
害
給
付
年
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金
前
払
一
時
金
に
係
る
障
害
給
付
年
金
は
、
当
該
障
害
給
付
年
金
を
支
給
す
べ
き

金
前
払
一
時
金
に
係
る
障
害
給
付
年
金
は
、
当
該
障
害
給
付
年
金
を
支
給
す
べ
き

事
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
当
該
障
害
給
付
年
金
前
払
一
時
金
に
係

事
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
当
該
障
害
給
付
年
金
前
払
一
時
金
に
係

る
申
出
が
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
申
出

る
申
出
が
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
申
出

が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
）
か
ら
、
そ
の
月
以
後
の
各
月
に
支
給
さ
れ

が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
）
か
ら
、
そ
の
月
以
後
の
各
月
に
支
給
さ
れ

る
べ
き
障
害
給
付
年
金
の
額
（
当
該
障
害
給
付
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
た

る
べ
き
障
害
給
付
年
金
の
額
（
当
該
障
害
給
付
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
た

月
後
の
最
初
の
障
害
給
付
年
金
の
支
払
期
月
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
月

月
後
の
最
初
の
障
害
給
付
年
金
の
支
払
期
月
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
月

後
の
各
月
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
障
害
給
付
年
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
額
を
、
事
故

後
の
各
月
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
障
害
給
付
年
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
額
を
、
百
分

発
生
日
に
お
け
る
法
定
利
率
に
当
該
最
初
の
障
害
給
付
年
金
の
支
払
期
月
か
ら
当

の
五
に
当
該
最
初
の
障
害
給
付
年
金
の
支
払
期
月
か
ら
当
該
各
月
ま
で
の
年
数
（

該
各
月
ま
で
の
年
数
（
当
該
年
数
に
一
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

当
該
年
数
に
一
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
年
数
）
を

切
り
捨
て
た
年
数
）
を
乗
じ
て
得
た
数
に
一
を
加
え
た
数
で
除
し
て
得
た
額
）
の

乗
じ
て
得
た
数
に
一
を
加
え
た
数
で
除
し
て
得
た
額
）
の
合
計
額
が
当
該
障
害
給

合
計
額
が
当
該
障
害
給
付
年
金
前
払
一
時
金
の
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
月
の
前

付
年
金
前
払
一
時
金
の
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
月
の
前
月
ま
で
、
そ
の
支
給
を

月
ま
で
、
そ
の
支
給
を
停
止
す
る
。

停
止
す
る
。

６

前
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
給
付
年
金
の
支
給
の
停
止
が
終
了
す
る
月
の
翌
月
に

６

前
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
給
付
年
金
の
支
給
の
停
止
が
終
了
す
る
月
の
翌
月
に

係
る
障
害
給
付
年
金
の
額
は
、
同
項
に
規
定
す
る
支
払
期
月
か
ら
当
該
終
了
す
る

係
る
障
害
給
付
年
金
の
額
は
、
同
項
に
規
定
す
る
支
払
期
月
か
ら
当
該
終
了
す
る

月
の
翌
月
ま
で
の
期
間
が
、
一
年
以
内
の
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
障
害
給
付
年
金

月
の
翌
月
ま
で
の
期
間
が
、
一
年
以
内
の
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
障
害
給
付
年
金

前
払
一
時
金
の
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
障
害
給
付
年
金
の
支
給
が
停
止

前
払
一
時
金
の
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
障
害
給
付
年
金
の
支
給
が
停
止

さ
れ
る
期
間
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
合
計
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
支

さ
れ
る
期
間
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
合
計
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
支

給
停
止
期
間
に
係
る
合
計
額
」
と
い
う
。
）
を
差
し
引
い
た
額
を
、
一
年
を
超
え

給
停
止
期
間
に
係
る
合
計
額
」
と
い
う
。
）
を
差
し
引
い
た
額
を
、
一
年
を
超
え

る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
障
害
給
付
年
金
前
払
一
時
金
の
額
か
ら
支
給
停
止
期
間

る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
障
害
給
付
年
金
前
払
一
時
金
の
額
か
ら
支
給
停
止
期
間

に
係
る
合
計
額
を
差
し
引
い
た
額
に
事
故
発
生
日
に
お
け
る
法
定
利
率
に
前
項
に

に
係
る
合
計
額
を
差
し
引
い
た
額
に
百
分
の
五
に
前
項
に
規
定
す
る
支
払
期
月
か

規
定
す
る
支
払
期
月
か
ら
当
該
終
了
す
る
月
の
翌
月
ま
で
の
年
数
（
当
該
年
数
に

ら
当
該
終
了
す
る
月
の
翌
月
ま
で
の
年
数
（
当
該
年
数
に
一
年
未
満
の
端
数
が
あ

一
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
年
数
）
を
乗
じ
て
得
た

る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
年
数
）
を
乗
じ
て
得
た
数
に
一
を
加
え
た
数
を

数
に
一
を
加
え
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
終
了
す
る
月
の
翌
月

乗
じ
て
得
た
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
終
了
す
る
月
の
翌
月
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
当

に
支
給
さ
れ
る
べ
き
当
該
障
害
給
付
年
金
の
額
か
ら
差
し
引
い
た
額
と
す
る
。

該
障
害
給
付
年
金
の
額
か
ら
差
し
引
い
た
額
と
す
る
。
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海
上
保
安
官
に
協
力
援
助
し
た
者
等
の
災
害
給
付
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

参
照
条
文

○
海
上
保
安
官
に
協
力
援
助
し
た
者
等
の
災
害
給
付
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
三
号
）
（
抄
）

（
給
付
の
種
類
）

第
五
条

こ
の
法
律
に
よ
り
行
う
給
付
の
種
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

療
養
給
付
（
協
力
援
助
者
（
第
三
条
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
海
難
救
助
又
は
現
行
犯
人
の
逮
捕
若
し
く
は
被
害
者
の
救
助
に
当
た
つ
た
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。

）
が
負
傷
し
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た
場
合
に
お
け
る
必
要
な
療
養
又
は
当
該
療
養
に
要
す
る
費
用
の
給
付
）

二

傷
病
給
付
（
協
力
援
助
者
が
負
傷
し
又
は
疾
病
に
か
か
り
治
つ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
存
す
る
障
害
に
対
す
る
給
付
）

三

障
害
給
付
（
協
力
援
助
者
が
負
傷
し
又
は
疾
病
に
か
か
り
治
つ
た
場
合
に
お
い
て
な
お
存
す
る
障
害
に
対
す
る
給
付
）

四

介
護
給
付
（
協
力
援
助
者
が
傷
病
給
付
又
は
障
害
給
付
の
給
付
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に
よ
り
必
要
な
介
護
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
け
る
給
付
）

五

遺
族
給
付
（
協
力
援
助
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
遺
族
に
対
す
る
給
付
）

六

葬
祭
給
付
（
協
力
援
助
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
葬
祭
を
行
う
者
に
対
す
る
給
付
）

２

前
項
に
掲
げ
る
給
付
の
ほ
か
、
協
力
援
助
者
が
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
、
そ
の
た
め
従
前
得
て
い
た
業
務
上
の
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、

他
に
収
入
の
み
ち
が
な
い
等
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
休
業
給
付
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
給
付
の
範
囲
、
金
額
、
支
給
方
法
等
）

第
六
条

前
条
の
給
付
の
範
囲
、
金
額
、
支
給
方
法
そ
の
他
給
付
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
の
規
定
を

参
し
や
く
し
て
政
令
で
定
め
る
。
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○
海
上
保
安
官
に
協
力
援
助
し
た
者
等
の
災
害
給
付
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
六
十
二
号
）
（
抄
）

（
給
付
基
礎
額
）

第
三
条

次
条
、
第
四
条
、
第
七
条
、
第
十
二
条
、
第
十
六
条
及
び
第
十
九
条
に
規
定
す
る
給
付
基
礎
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
付
基
礎
額
」
と
い
う
。
）
は
、
八

千
八
百
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が
、
協
力
援
助
者
（
法
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
協
力
援
助
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
通
常
の
収
入
の
日
額
に
比

し
公
正
を
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
万
四
千
百
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
相
当
と
認
め
ら
れ
る
額
と
す
る
。

２

協
力
援
助
者
に
扶
養
親
族
（
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
協
力
援
助
者
の
負
傷
若
し
く
は
死
亡
の
原
因
で
あ
る
事
故
の
発
生
し
た
日
又
は
診
断
に
よ
つ

て
疾
病
の
発
生
が
確
定
し
た
日
に
お
い
て
、
他
に
生
計
の
み
ち
が
な
く
、
か
つ
、
主
と
し
て
協
力
援
助
者
の
扶
養
を
受
け
て
い
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
給
付
基
礎
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
金
額
に
、
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
扶

養
親
族
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
二
百
十
七
円
を
、
第
二
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
三
百
三
十
三
円
を
、
そ
れ
ぞ
れ
加
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

３

（
略
）

（
障
害
給
付
）

第
四
条

法
第
五
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
障
害
給
付
は
、
次
項
に
規
定
す
る
第
一
級
か
ら
第
七
級
ま
で
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
障

害
が
存
す
る
期
間
、
障
害
給
付
年
金
を
毎
年
支
給
し
て
行
い
、
同
項
に
規
定
す
る
第
八
級
か
ら
第
十
四
級
ま
で
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
が
あ
る
場
合
に
は
、
障
害

給
付
一
時
金
を
支
給
し
て
行
う
。

２
～
９

（
略
）

（
介
護
給
付
）

第
四
条
の
二

法
第
五
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
介
護
給
付
は
、
傷
病
給
付
年
金
又
は
障
害
給
付
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
、
当
該
傷
病
給
付
年
金
又
は
障

害
給
付
年
金
の
給
付
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
で
あ
つ
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
障
害
に
該
当
す
る
も
の
に
よ
り
、
常
時
又
は
随
時
介
護
を
要
す
る
状
態
に
あ
り
、
か
つ
、

常
時
又
は
随
時
介
護
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
介
護
を
受
け
て
い
る
期
間
、
次
項
に
定
め
る
金
額
を
支
給
し
て
行
う
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、

そ
の
入
院
し
、
又
は
入
所
し
て
い
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
介
護
給
付
は
、
行
わ
な
い
。

一

病
院
又
は
診
療
所
に
入
院
し
て
い
る
場
合

二

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
二
項
第
五
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る

障
害
者
支
援
施
設
（
次
号
に
お
い
て
「
障
害
者
支
援
施
設
」
と
い
う
。
）
に
入
所
し
て
い
る
場
合
（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
（
次
号
に
お
い
て
「
生
活
介

護
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

三

障
害
者
支
援
施
設
（
生
活
介
護
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
準
ず
る
施
設
と
し
て
海
上
保
安
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
に
入
所
し
て
い
る
場
合
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２

介
護
給
付
は
、
月
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
一
月
に
つ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

介
護
給
付
に
係
る
障
害
（
障
害
の
状
態
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
月
に
お
け
る
最
初
の
変
更
の
前
の
障
害
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
常
時
介
護
を

要
す
る
程
度
の
障
害
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
（
次
号
に
お
い
て
「
常
時
介
護
を
要
す
る
場
合
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
月
に

介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
と
き
（
次
号
に
掲
げ
る
と
き
を
除
く
。
）

そ
の
月
に
お
け
る
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た

額
（
そ
の
額
が
十
万
五
千
百
三
十
円
を
超
え
る
と
き
は
、
十
万
五
千
百
三
十
円
）

二

常
時
介
護
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
月
（
新
た
に
介
護
給
付
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
月
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

親
族
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
に
よ
る
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
と
き
（
そ
の
月
に
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当

該
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
が
五
万
七
千
百
十
円
以
下
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

五
万
七
千
百
十
円

三

介
護
給
付
に
係
る
障
害
が
随
時
介
護
を
要
す
る
程
度
の
障
害
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
（
次
号
に
お
い
て
「
随
時
介
護
を
要
す
る
場

合
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
月
に
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
と
き
（
同
号
に
掲
げ
る
と
き
を
除
く
。
）

そ
の
月
に
お
け
る

介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
（
そ
の
額
が
五
万
二
千
五
百
七
十
円
を
超
え
る
と
き
は
、
五
万
二
千
五
百
七
十
円
）

四

随
時
介
護
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
月
に
親
族
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
に
よ
る
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
と
き
（
そ
の
月
に
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し

て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
が
二
万
八
千
五
百
六
十
円
以
下
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

二
万

八
千
五
百
六
十
円

附

則

（
障
害
給
付
年
金
前
払
一
時
金
）

第
三
条

当
分
の
間
、
障
害
給
付
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
協
力
援
助
者
が
申
し
出
た
と
き
は
、
障
害
給
付
と
し
て
、
障
害
給
付
年
金
前
払
一
時
金
を
支
給
す
る
。

２
～
４

（
略
）

５

障
害
給
付
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
障
害
給
付
年
金
前
払
一
時
金
に
係
る
障
害
給
付
年
金
は
、
当
該
障
害
給
付
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由

が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
当
該
障
害
給
付
年
金
前
払
一
時
金
に
係
る
申
出
が
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
申
出
が
行
わ
れ

た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
）
か
ら
、
そ
の
月
以
後
の
各
月
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
障
害
給
付
年
金
の
額
（
当
該
障
害
給
付
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
た
月
後
の
最
初
の

障
害
給
付
年
金
の
支
払
期
月
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
月
後
の
各
月
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
障
害
給
付
年
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
額
を
、
百
分
の
五
に
当
該
最
初
の

障
害
給
付
年
金
の
支
払
期
月
か
ら
当
該
各
月
ま
で
の
年
数
（
当
該
年
数
に
一
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
年
数
）
を
乗
じ
て
得
た
数
に
一
を
加

え
た
数
で
除
し
て
得
た
額
）
の
合
計
額
が
当
該
障
害
給
付
年
金
前
払
一
時
金
の
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
月
の
前
月
ま
で
、
そ
の
支
給
を
停
止
す
る
。

６

前
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
給
付
年
金
の
支
給
の
停
止
が
終
了
す
る
月
の
翌
月
に
係
る
障
害
給
付
年
金
の
額
は
、
同
項
に
規
定
す
る
支
払
期
月
か
ら
当
該
終
了
す
る
月
の

翌
月
ま
で
の
期
間
が
、
一
年
以
内
の
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
障
害
給
付
年
金
前
払
一
時
金
の
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
障
害
給
付
年
金
の
支
給
が
停
止
さ
れ
る
期

間
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
合
計
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
支
給
停
止
期
間
に
係
る
合
計
額
」
と
い
う
。
）
を
差
し
引
い
た
額
を
、
一
年
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ

て
は
当
該
障
害
給
付
年
金
前
払
一
時
金
の
額
か
ら
支
給
停
止
期
間
に
係
る
合
計
額
を
差
し
引
い
た
額
に
百
分
の
五
に
前
項
に
規
定
す
る
支
払
期
月
か
ら
当
該
終
了
す
る
月

の
翌
月
ま
で
の
年
数
（
当
該
年
数
に
一
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
年
数
）
を
乗
じ
て
得
た
数
に
一
を
加
え
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
そ
れ
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ぞ
れ
当
該
終
了
す
る
月
の
翌
月
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
当
該
障
害
給
付
年
金
の
額
か
ら
差
し
引
い
た
額
と
す
る
。
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○
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
（
抄
）

（
介
護
補
償
）

第
十
四
条
の
二

傷
病
補
償
年
金
又
は
障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
、
当
該
傷
病
補
償
年
金
又
は
障
害
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
と
な
つ
た
障
害
で

あ
つ
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
程
度
の
も
の
に
よ
り
、
常
時
又
は
随
時
介
護
を
要
す
る
状
態
に
あ
り
、
か
つ
、
常
時
又
は
随
時
介
護
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、

国
は
、
当
該
介
護
を
受
け
て
い
る
期
間
、
介
護
補
償
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
入
院
し
、
又
は
入
所
し
て
い
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
介
護

補
償
の
支
給
は
、
行
わ
な
い
。

一

病
院
又
は
診
療
所
に
入
院
し
て
い
る
場
合

二

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設

（
次
号
に
お
い
て
「
障
害
者
支
援
施
設
」
と
い
う
。
）
に
入
所
し
て
い
る
場
合
（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
（
次
号
に
お
い
て
「
生
活
介
護
」
と
い
う
。
）

を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

三

障
害
者
支
援
施
設
（
生
活
介
護
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
準
ず
る
施
設
と
し
て
人
事
院
が
定
め
る
も
の
に
入
所
し
て
い
る
場
合

２

介
護
補
償
は
、
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
月
額
は
、
常
時
又
は
随
時
介
護
を
受
け
る
場
合
に
通
常
要
す
る
費
用
を
考
慮
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め

る
額
と
す
る
。
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○
職
員
の
災
害
補
償
（
昭
和
四
十
八
年
人
事
院
規
則
一
六
―

○
）
（
抄
）

（
介
護
補
償
の
月
額
）

第
二
十
八
条
の
三

介
護
補
償
の
月
額
は
、
前
条
の
表
に
掲
げ
る
介
護
を
要
す
る
状
態
の
区
分
に
応
じ
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
第
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
額
に
準
じ
て
人
事
院
が
定
め
る
額
と
す
る
。
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○
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
（
抄
）

第
十
九
条
の
二

介
護
補
償
給
付
は
、
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
月
額
は
、
常
時
又
は
随
時
介
護
を
受
け
る
場
合
に
通
常
要
す
る
費
用
を
考
慮
し
て
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
と
す
る
。
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○
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
労
働
省
令
第
二
十
二
号)

（
抄
）

(

介
護
補
償
給
付
の
額)

第
十
八
条
の
三
の
四

介
護
補
償
給
付
の
額
は
、
労
働
者
が
受
け
る
権
利
を
有
す
る
障
害
補
償
年
金
又
は
傷
病
補
償
年
金
の
支
給
事
由
と
な
る
障
害(

次
項
に
お
い
て
「
特

定
障
害
」
と
い
う
。)

の
程
度
が
別
表
第
三
常
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
障
害
の
程
度
の
欄
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

介
護
に
要
す
る
費
用
の
支
出
に
関
す
る
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

そ
の
月
に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
場
合(

次
号
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。)

そ
の
月
に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費
用

と
し
て
支
出
さ
れ
た
費
用
の
額(

そ
の
額
が
十
万
五
千
百
三
十
円
を
超
え
る
と
き
は
、
十
万
五
千
百
三
十
円
と
す
る
。)

二

そ
の
月
に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
費
用
の
額
が
五
万
七
千
百

十
円
に
満
た
な
い
と
き
又
は
そ
の
月
に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
親
族
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
に
よ
る
介

護
を
受
け
た
日
が
あ
る
と
き
。

五
万
七
千
百
十
円(

支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
月
に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
が
五
万
七
千
百
十
円
に

満
た
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
と
す
る
。)

２

前
項
の
規
定
は
、
特
定
障
害
の
程
度
が
別
表
第
三
随
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
障
害
の
程
度
の
欄
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
介
護
補
償
給
付
の

額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
十
万
五
千
百
三
十
円
」
と
あ
る
の
は
「
五
万
二
千
五
百
七
十
円
」
と
、
「
五
万
七
千
百
十
円
」
と
あ
る
の
は

「
二
万
八
千
五
百
六
十
円
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


